
南島原市物品調達一般競争入札実施要綱 (令和２年４月27日告示第75号) 

最終改正:

改正内容:令和２年４月27日告示第75号 [令和２年４月27日]

○南島原市物品調達一般競争入札実施要綱
令和２年４月27日告示第75号

南島原市物品調達一般競争入札実施要綱
（趣旨）
第１条 この告示は、地方自治法（昭和22年法律第67号）、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」と
いう。）及び南島原市契約規則（平成18年南島原市規則第44号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、本市が
発注する物品調達に係る一般競争入札の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
（対象）
第２条 一般競争入札の対象となる物品調達は、設計金額が原則として1,000万円以上のものとする。
２ 前項の規定にかかわらず、市長が一般競争入札に付することが適当でないと認める場合は、他の契約方法により実施す
ることができるものとする。
（入札公告）
第３条 入札公告は、規則の規定に基づいて行うものとする。
（入札参加者の資格要件）
第４条 一般競争入札に参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(１) 入札公告日の前日において、当該入札対象案件の種類に応じた業種で、本市の競争入札参加資格登録業者一覧に登
載されている者であること。

(２) 施行令第167条の４第１項の規定に該当しない者であること。
(３) 入札公告日から落札決定までの間において、入札参加資格者指名停止措置を受けていない者であること。
(４) 前３号に掲げるもののほか、必要な資格要件は、競争参加資格委員会において定めるものとする。
（競争参加資格設定調書の作成等）
第５条 市長は、この告示の対象となる物品調達が見込まれるときは、競争参加資格設定調書（様式第１号）を作成し、競
争参加資格委員会に提出する。
（競争参加資格確認申請等）
第６条 この告示の対象となる一般競争入札に参加しようとする者（以下「申請者」という。）は、入札公告により定めら
れた日までに、物品調達一般競争参加資格確認申請書（様式第２号。以下「申請書」という。）を南島原市入札担当課へ
２部提出するものとする。
２ 申請書に添付する書類は、市長が別に定めるものとする。
３ 申請書及び添付書類の作成に要する費用は、申請者の負担とし、これらの書類は、返却しないものとする。この場合に
おいて、申請書及び添付書類の内容を公表し、又は無断で他の用途に使用してはならない。
４ 申請書及び添付書類の諸様式の配布期間、配布場所及び配布方法は、入札公告において明らかにするものとする。
（入札説明書の交付）
第７条 入札説明書は、図面、仕様書、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに必要な情報が記載された資料等を別冊として
整備するものとする。
２ 入札説明書は、入札公告後速やかに交付するものとし、申請書の提出期限の日まで交付するものとする。
３ 入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法は、入札公告において明らかにするものとする。
４ 入札説明書の交付に当たっては、実費を徴収することができるものとする。この場合においては、その旨を入札公告に
おいて明らかにするものとする。
（入札説明書に対する質問及び回答）
第８条 申請者は、入札説明書の内容について、質問をすることができる。この場合において、申請者は、入札公告により
定められた日までに、業務担当課に、別に定める方法により提出しなければならない。
２ 質問に対する回答は、入札公告により定められた日までに、別に定める方法により回答するものとする。
（競争参加資格の確認）
第９条 市長は、競争参加資格の有無が確認された場合は、その旨を、入札公告により定められた日までに、物品調達一般
競争参加資格確認通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。
（競争参加資格がないと認められた者に対する理由の説明）
第10条 競争参加資格がないと認められた者は、別に定める手続に基づき、その理由について説明を求めることができ
る。
２ 市長は、前項に規定する求めによる審査の結果、競争参加資格があると認めた場合は、同項の説明とともに、前条の規
定による通知を取り消す旨及び競争参加資格がある旨の通知をするものとする。
（現場説明会）
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第11条 市長が、特に必要と認める場合は、現場説明会を開催することができる。
（入札回数）
第12条 入札回数は、入札対象案件ごとに２回までとする。
（開札）
第13条 入札執行者は、開札後、不調となった場合を除き、入札参加者に対し次に掲げる内容を告知するものとする。

(１) 落札者の入札金額及びその氏名又は名称
(２) 予定価格
（落札者の決定）
第14条 入札執行者は、予定価格以下の価格で入札した者のうち、最低価格を提示したもの（以下「落札者」という。）
を、落札者として決定する。
（契約の不締結）
第15条 落札者が、契約締結の日の前日までの間において、入札公告に定める入札参加資格要件のいずれかを満たさなく
なった場合、契約を締結しない。この場合において、落札者に損害が生じても、南島原市は一切の損害賠償の責めを負わ
ない。
２ 市長は、前項の規定により契約を締結しない場合、直ちに、落札者に対して、その旨を通知しなければならない。
３ 市長は、第１項の規定により契約を締結しない場合、当該物品調達を再度の一般競争入札に付するものとする。
（入札の無効）
第16条 申請書若しくは添付書類に虚偽の記載を行った者又は第９条の規定による通知を受けてから落札決定までの間に
おいて第４条の規定による資格要件を満たさなくなった者のした入札は、無効とする。
（入札結果一覧表等の公表）
第17条 市長は、入札の結果について、落札者の決定後遅滞なく入札結果一覧表を作成し、これを入札担当課において閲
覧に供する方法により公表しなければならない。
２ 入札結果を公表する期限は、契約を締結した日の翌日から１年を経過した日までとする。ただし、第15条第１項の規
定により契約を締結しない場合は、同条第２項の規定による通知をした日の翌日から１年を経過した日までとする。
附 則

この告示は、令和２年４月27日から施行し、同日以後に入札公告を行う物品調達から適用する。
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様式第１号（第５条関係）
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様式第２号（第６条関係）
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様式第３号（第９条関係）
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